
子どもと家庭を取り巻く現状

山口県こども政策課

資料２



本県における子育て支援・少子化の現状（概観）

出生数：9,455人（2017年）
※ 昭和４０年は約２万４千人 → 半数以下となっている。

※厚労省「人口動態統計」

合計特殊出生率： １．５７（2017年） → 2016年（1.58）から微減
※厚労省「人口動態統計」

生涯未婚率：男性２３.０５％／ 女性１３.５６％（2015年）
（50歳時の未婚割合） ← 男性 １．７４％／女性 ２.６１％（昭和45年）

※国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集2017」

平均初婚年齢：夫３０.０歳 ／ 妻２８.７歳（2017年）
← 夫２６.９歳 ／ 妻２４.５歳（昭和50年）

※厚労省「人口動態統計」

○ 未婚化・晩婚化の進行 ○ 男性の育児・家事参画が進んでいない
2

男性の育休取得率： ４．８６％（2017年）
※2015年（２.７％）から増加はしているが、低水準

※厚労省「人口動態統計」

固定的役割分担意識：４９.２％（2015年）
※全国第２位 → 「夫は外で働き、妻が育児家事」という意識

※内閣府「平成27年地域における女性の活躍の活躍に関する意識調査」
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人口動態統計（厚生労働省） 3

平成29年の出生数（年間推計）は9,455人で、前年比389人減少。

合計特殊出生率（平成29年確定数）は1.57で前年比0.01ポイント下降。

山口県における出生数、合計特殊出生率の推移



国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」（平成30年3月推計） 4

年少人口（14歳以下）は平成27年で高齢者人口の半数以下

令和27年の年少人口は、高齢者人口の約4分の１まで減少すると推計
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山口県における人口推移と将来推計



厚生労働省「人口動態統計」
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生涯未婚率は、平成27年で男性が約23%、女性が約13％と上昇傾向

初婚年齢は、昭和50年と比較して男性が＋3歳、女性が＋4歳
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国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集2018」

○ 生涯未婚率の推移 ○ 初婚年齢の推移

山口県における未婚化・晩婚化の状況

（年）



総務省国勢調査
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１世帯当たりの平均人数は減少を続けている

共働き世帯はやや増加し、夫が就業・妻が非就業の世帯の割合が減少

総務省国勢調査（昭和40年は調査内容が異なるため比較不能）

○ １世帯当たりの平均人員の推移 ○ 共働き世帯の割合
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山口県における家族形態の変化



総務省国勢調査
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就業者に占める女性の割合は増加している

年齢別の労働力率では30歳代前半が底となっている（Ｍ字カーブ）

○ 女性の就業者等の推移 ○ 女性の年齢階級別労働力率（平成27年）

山口県における女性の就業状況
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内閣府「平成27年地域における女性の活躍に関する意識調査」
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男性の育児休業率は徐々に高くなっているが、依然として低水準

山口県における固定的役割分担意識は全国平均よりも高い

家庭における育児の状況

山口県 全国

Ｈ29実績 Ｈ27実績 Ｈ29実績 Ｈ27実績

女性 95.9% 84.8% 83.2% 81.5%

男性 4.86% 2.7% 5.14% 2.65%

○ 育児休業取得率

男女計 男性 女性

山口県 49.2%（3位） 50.3%（2位） 48.0％（7位）

全国 44.2% 44.4％ 43.9%

山口県「平成30年度働き方改革推進実態調査」

○ 固定的役割分担意識



次世代育成支援対策推進法

やまぐち子どもきららプラン２１

2005（平成17）年 4月 地方公共団体、企業等における行動計
画の策定・実施

2006（平成18）年 6月

子育て文化創造条例

平17.4.1施行

山口県次世代育成支援行動計画・後期

2007（平成19）年４月

2010（平成22）年 ４月

（平成１７年～平成２２年）

9

「やまぐち子ども・子育て応援プラン」の歩み

第２次プラン

2015（平成27）年 4月

第１次プラン

やまぐち維新プラン

第３次プラン

子ども・子育て支援新制度本格施行

次世代育成支援対策推進法延長

（内容を反映）

山口県次世代育成支援行動計画・前期

やまぐち子ども・子育て支援事業支援計画

チャレンジプラン

平19.4.1施行

やまぐち子どもきららプラン２１

（平成２２年～平成２６年）

やまぐち子ども・子育て応援プラン（新プラン）

平27.4.1施行

（平27～１０年間）

（平成３０年～令和４年）

（平成２６年～平成２９年）

（平成２７年～平成３１年）

やまぐち子ども・子育て応援プラン

第４次プラン

（令和２年～令和６年）


